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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報・報道担当☎0940（36）1055まで

お知らせ

申 告 は お 早 め に ！

◆申告会場で申告書を完成させる人は、
　事前に用紙を入手しておく必要はありません

●香椎税務署
●市役所
▽本館１階・⑧番市民税係窓口／１月下旬〜２月14日（金）
▽北館１階・103会議室／２月17日（月）〜３月17日（月）
●大島行政センター／１月下旬〜
●各地区コミュニティ・センター／１月下旬〜
＊種類、枚数に制限あり

　自分で申告書を完成させる人は、下記の場所に申告用紙を準
備しています。

■問い合わせ先
▽確定申告に関すること
　香椎税務署
　☎０９２（６６１）１０３１
▽国税庁ホームページ
　「確定申告書等作成コーナー」に関すること
　作成コーナーヘルプデスク
　☎０５７０（01）５９０１
　 ＨＰ http://www.nta.go.jp/

＊確定申告書の送付については、税務署へ問い合わせを

申告書の作成は国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」

を利用してください

http://www.nta.go.jp/　★簡単！便利！
●画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されます
●書面提出（印刷して、郵送などで提出）も可
＊インターネットを利用した電子申告（e-Tax）も可能です。利用に
は電子証明書が必要です

　インターネットを利用して、便利で安全に手続きできる電子申告
（ｅ-Ｔａｘ）の利用には、電子証明書の取得が必要です。取得する
際は、①交付申請書②住民基本台帳カード③官公署が発行した顔写
真付きの本人確認書類を添えて、市民課窓口へ提出してください。
＊詳細は、公的個人認証サービスＨＰhttp://www.jpki.go.jp/で確
認を

■問い合わせ先　市民課市民係　☎（36）１１２６

電子申告の利用には電子証明書が必要です

確定申告が必要な人

申告会場 日　程 時　間 備　考

香椎税務署
２月７日（金）〜
３月17日（月）

 9:00〜16:00

▽土・日曜日を除く。ただし、２月23日（日）、
　３月２日（日）は開庁
▽還付申告は１月から受付可
▽駐車場は利用不可

還付申告センター
（メイトム宗像）

２月４日（火）〜
同７日（金）

 9:30〜11:00
13:00〜15:00

詳細は８ページを参照

市役所北館１階
103会議室

２月17日（月）〜
３月17日（月）

 9:00〜11:30
13:00〜15:00

▽土・日曜日を除く
▽土地・建物、株式などの譲渡所得や先物取引な

どの所得がある場合は受付不可
▽営業、農業、不動産の所得がある場合や雑損控

除を申告する場合は、２月28日（金）、３月３
日（月）〜同５日（水）、9:30〜11:00、13:00
〜15:00のみ受付可（受付人数に制限あり）

ＨＰ


